
令和 5 年度  第 10 回 

郡 市 医 師 会 長 会 議                
                日時 令和 6 年 2 月 22 日（木）  
                   15 時 00 分～  
                場所 5 階 大会議室  
 
   会 長 挨 拶          

 
 
 
 
   協 議 事 項         

１ 会長･副会長･常任理事協議事項について  
 
 

【郡市医師会長検討事項】  
 １ 令和 6 年度診療報酬改定の内容について  
  赤津  所沢市医師会長  
 
 ２ 第 113 回看護師国家試験について  
  井上  秩父郡市医師会長  
 
 
   報 告 事 項         
 １ 改正感染症法等に基づく協定に関する説明会の開催について  
  丸木副会長  
     日時：令和 6 年 3 月 8 日（金）18:00～19:00 

場所：埼玉県県民健康センター  2 階  大ホール  
 
 
２ 医療事故調査制度の相談事案（令和 5 年 12 月分）について（資料なし） 

  松本常任理事                  
     ※件数 0 件  
 
 



 ３ 診療に関する相談件数等について（令和 6 年 1 月分）（資料なし）  
  松本常任理事  
     ※件数 0 件  
 
 
 ４ 第 39 回医業経営セミナーの開催について  
  登坂（薫）常任理事  
     日時：令和 6 年 3 月 23 日（土）15:00～17:00 

場所：埼玉県県民健康センター  
 
 
 ５ 埼玉県医師会集団扱い自動車保険のご案内について  
  登坂（薫）常任理事  
 
 
 ６ 産業医委嘱契約書の確認について  
  寺師常任理事  
 
 
 ７ 令和 6 年度の指導・監査等について  
  小室常任理事                        日医  
 
 
 ８ 埼玉県医師会令和 6 年度診療報酬改定説明会の開催について  
  小室常任理事                      
     日時：令和 6 年 4 月 18 日（木）15:00～17:00 

場所：埼玉県県民健康センター  2 階  大ホール（及び WEB 開催） 
 
 
 ９ 会長･副会長･常任理事報告事項について  
 
 
 
 
 そ の 他         

 



[ 資 料 配 布 ]           （ホームページ掲載） 

１ 美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセント

に関する説明資材の改訂について（再周知）（8 枚） 

 松本常任理事                        日医 
 

２ がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針の一部改正に

ついて（42 枚） 

 登坂（英）常任理事                     日医 
 

３ 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルス b 型混

合ワクチンに係る「使用上の注意」の改訂について（5 枚） 

 登坂（英）常任理事                     日医 
 

４ ウロナーゼ静注用 6 万単位及びウロナーゼ冠動注用 12 万単位の使用

期限の取扱いについて（7 枚） 

 登坂（英）常任理事                     日医 
 

５ 医薬品等に係る受領文書について(令和 6 年 1 月分)（2 枚） 

 登坂（英）常任理事                     日医 



郡市医師会長会議検討テーマ 

 

                         令和６年２月２２日 

 郡市医師会名：所沢市医師会 

 

 検 討 テ ー マ：令和６年度診療報酬改定の内容について 

 

要旨：「令和6年度の診療報酬改訂で、特定疾患療養管理料の対象疾患から糖尿

病、脂質異常症、高血圧症の３疾患が外され、その受け皿として生活習

慣病管理料（Ⅱ）が新設される」ことについて 

  

○現場からの意見と危惧すること                          

１．内科系診療機関の大幅な収入減とボランタリーマインドの喪失 

内科プライマリーケアの根幹をなす３疾患について抜本的とも言える今回の診療報酬改

定は、内科系医療機関に与える影響が極めて大きく、医療現場に多大な混乱を招くことが

懸念されます。十分な対応期間がない中での発表で、プライマリーケアに従事する開業医

の先生方の報酬が少なからず減少し、医師会会員としてボランタリーマインドで従事して

頂いている別紙のような事業への協力が困難になることを危惧しています（松本会長が御

提示になった地域医療活動を所沢市医師会では入会時誓約としています）。     

２．インターネット記事から推察する会員の怒りと無力感、組織弱体化への影響 

M3のネットでは医師会や医師連盟が医師会会員を守ってくれない、存在意義や入会して

いる意義に疑念を持つ投稿がたくさん出ています。すでに、日本医師会にも多数の御意見

が出ているとは思いますが、所沢市医師会理事会でも看過すべきことではないと決議し、

郡市医師会長会議で議論して頂き、現場の意見を日本医師会にお伝えし、対応をお願いし

たいと思います。社会保障費削減を国是とするのであれば適切なタイミングでの情報公開

を経た発表でないと会員の納得は得られません。日本医師会からの情報発信がなさすぎる

と思います。 

３．発表のタイミングや議論の透明性の欠如 

今回の決定内容がいつから議論されていたのかはわかりませんが、現場へ伝わったの 

は全く唐突としか言えないタイミングですし、パブリックコメントの日数も数日と伺って

います。意見具申を受ける期間を限りなく短くし、決定事項として流す点は、会員の信頼

を失うことになってしまい、組織への信頼性の喪失や弱体化に直結します。 

 

○直近の日医執行部、政策担当者の御意見                     

１．2月1日の「日医君」だよりによると、中医協委員を務める長島常任理事は、「これ

まで特定疾患療養管理料を算定して高血圧・糖尿病・脂質異常症の管理をされていた医

療機関の大部分は新たに設けられる、検査料などを包括しない生活習慣病管理料（Ⅱ）

に移行していただけるのではないか」と述べておられます。署名のハードルについての

御認識が現場の医師と乖離しているのを危惧しています。 

２．この件の担当者である厚労省の真鍋保健局医療課長は2月6日にM3の取材に対して

「生活習慣病管理料（Ⅱ）は、療養計画書を作成して患者の署名を求めることがその算
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赤津 所沢市医師会長



定要件」と述べ、担当課長自身「少し算定のハードルは高くなる」と吐露しています。

もしこの発言通りになれば、算定のハードルは少しどころかかなり高くなり、従来の特

定疾患療養管理料と同様には算定できないケースが増え、多くの内科系医療機関に大き

なダメージ、大幅な減収となる危惧があります。2012年に同じような趣旨で新設された

生活習慣病管理料は、ほとんどの医療機関が算定しておりません。 

 
○日医執行部に対しての要望と今後のお願い（埼玉県医師会から意見具申を！）                   

１．本件に関してのさらなる緩和の要望（署名だけでなく口頭同意での許可）                 

日医推薦の中医協委員、日医執行部におかれましては、「多くの医療機関が生活習慣

病管理料（Ⅱ）を算定でき、３疾患について従来と変わらない診療報酬が見込まれる 

（文書ではなく口頭同意でも可など）」ように、全力を尽くして頂くよう要望いたしま

す。また、署名を頂けないケース等の取り扱いについてもきめ細やかな対処要領の提示

を行政へ求めて頂きたいと思います。 
２．重要事項の情報公開のさらなる徹底                     

今回の件に留まらず、診療機関の運営に大きな影響がありそうな件については十分な 
期間や議論の経過を会員に提供して頂きたいと思います。唐突な発表では現場が対応し 
きれません。 
マイナ保険証の時は、「カードリーダーを期限までに設置しないと、療養担当規則か 

ら保険医療機関の取り消しもありうる」と、いきなり決定事項として強制され、少なか

らぬ医師会員から反発を招きました。今に至ってもマイナカードによる資格確認はほと

んど行われておりません。今回の件も、多くの会員にとっては寝耳に水であります。日

医執行部には、多くの医療機関の経営基盤や医師会員の生活基盤を揺るがしかねないよ

うな事項については、医師会会員に速やかに情報を提供し、現場の声をできるだけ反映

して頂きたいと思います。 
 
 
別紙：所沢市医師会入会時に誓約して頂いている内容 
 
 

 

 

 

 

 

 備     考 

 

 

 

※当日の配布資料等がありましたら、添付ください。 
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郡市医師会長会議検討テーマ 

 

                             日付 

 郡市医師会名： 秩父郡市医師会 

 

 検 討 テ ー マ： 第 113 回看護師国家試験について 

 

 要     旨： 

 

２月１１日（日）に上記国家試験が行われました。受験者、看護 
学校、看護国家試験専門予備校からの情報によると、必修問題の中 
に正答率の低い不適切と思われる問題が多く含まれ、自己採点を予 
備校が集計した必修問題の全国平均点が例年に比べて低いことが指 
摘されています。 
 本年受験者は旧カリキュラム最後の学年であり、不合格となった 
場合来年の国家試験が不利になる可能性があります。 
 現在看護師不足が社会問題となっており、できれば多くの新卒看 
護師の誕生が望まれるところです。今回の国家試験に対する得点調 
整、救済措置について県医師会として厚労省へ上申できないものか 
と希望します。 
 また現在の看護師不足には、看護専門学校、看護大学への志望者 
が減少している現状が根底にあります。看護師国家試験のハードル 
を下げる等、国としての抜本的な対策を望みます。 
 

 

 備     考 

 

※当日の配布資料等がありましたら、添付ください。 

井上 秩父郡市医師会長



埼医業Ⅰ第２３６７号 

令和６年２月１９日 

 

郡市医師会長 殿 

 

埼玉県医師会長  金井 忠男     

（公印省略） 

 

改正感染症法等に基づく協定に関する説明会の開催について（通知） 

 

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

令和４年感染症法等改正法により、新興感染症の発生・まん延時、公的医療機関等には感染症医

療の提供義務が設けられ、また都道府県と各関係医療機関との医療措置協定に基づく医療提供体制

の構築等が行われることとなりました。  

 

しかし、協定の内容が曖昧なため、全国的にも協定締結が進んでいないのが現状です。今回、協定

の内容を日本医師会担当常任理事の釜萢先生から説明を受け、その後、埼玉県から県独自の協定の説

明と質疑応答の説明会を下記のとおり開催したいと存じます。 
 

つきましては、ご多忙の折誠に恐縮に存じますが、管下医療機関あて周知方よろしくお願い申し上

げます。 

なお、参加については、下記ホームページアドレス（QRコード参照）より申込ください。 

 

記 

１．日時  令和６年３月８日（金）１８時～１９時 

２．場所  埼玉県県民健康センター２階大ホール 

３．内容  別添プログラムのとおり 

４．対象  発熱外来・自宅療養者への医療提供を行う診療所 

５．参加申込 https://www.saitama.med.or.jp/seminar/applications.php 
       ※埼玉県医師会ホームページから申込可 
 

  事務局    

〒330－0062 さいたま市浦和区仲町3-5-1 

埼玉県医師会業務課 菅沼・石川 

ＴＥＬ ０４８-８２４-２６１１ 

ＦＡＸ ０４８-８２２-８５１５ 

ishikawa@office.saitama.med.or.jp 

 

丸木副会長

https://www.saitama.med.or.jp/seminar/applications.php
mailto:ishikawa@office.saitama.med.or.jp


改正感染症法等に基づく協定に関する説明会 

 

日時：令和６年３月８日（金）１８時～１９時  

場所：埼玉県県民健康センター２F大ホール 

 

司会：埼玉県医師会副会長 丸木 雄一  

 

開  会 

 

挨  拶   埼玉県医師会会長  金井 忠男  

 

説  明 

１．『新興感染症医療協定について』 

日本医師会常任理事    釜萢  敏 先生 

 

２．『改正感染症法等の概要と医療措置協定』 

埼玉県保健医療部感染症対策課 

 

質疑応答 

 

閉  会 
 
 



登坂（薫）常任





登坂（薫）常任





埼玉県医師会会員の皆様へ

（注）ご家族や、退職された方は契約者となることができませんのでご注意ください。

（１）契約者
埼玉県医師会の会員

埼玉県医師会の会員が
開設している診療所の従業員

埼玉県医師会

埼玉県医師会の役職員

（２）記名被保険者
契約者本人

契約者の配偶者

契約者またはその配偶者の同居のご親族
（別居の扶養親族を含む）

契約者の役員、従業員

（３）車両所有者
契約者本人

契約者の配偶者

契約者の役員、従業員

契約者の役員・従業員またはその配偶者の
同居のご親族（別居の扶養親族を含む）

（１）契約者
医師個人

一人医師医療法人

一人医師医療法人の役員・従業員

一括払のご契約では、一般でのご加入より５％割安（※自動車保険集団扱
年一括払による割引）。月払のご契約では５％の分割割増がかかりません。

保険料は、契約時ご用意いただく必要がなく、保険始期月の２ヵ月
後にご指定の口座からお引き落としのため、手間がかかりません。

他の保険会社やＪＡ共済等からのノンフリート等級（無事故による割増引）が継承
されます。※一部、引継ができない共済があります。

配偶者・同居のご親族の方が所有するお車も対象となります。

（配偶者には内縁の相手方および同性パートナーを含みます。以下同様とします。ご契約者は
いずれの場合も下記表（１）の該当者になります。）

POINT

POINT

POINT

POINT

『一人医師医療法人』の場合

埼玉県医師会の会員である医師個人が、実態として診療所の開設者となっている
「一人医師医療法人（医療法人の内、医師が常時一人または二人勤務する診療所
を開設する法人）」もご加入対象です。下記（１）～（３）の条件をご確認ください。

この集団扱でご契約いただけるのは、以下（１）～（３）
の条件全てに該当する場合に限定されております。

契約者またはその配偶者の同居のご親族
(別居の扶養親族を含む)

契約者の役員、従業員の配偶者

（２）記名被保険者 （３）車両所有者

医師個人

一人医師医療法人

一人医師医療法人の役員・従業員

一人医師医療法人の役員・従業員の配偶者

一人医師医療法人の役員・従業員またはその配偶者
の同居のご親族（別居の扶養親族を含む）

医師個人の配偶者

医師個人またはその配偶者の同居のご親族
（別居の扶養親族を含む）



埼玉中央支店法人支社 〒330-0854さいたま市大宮区桜木町4-82-1
TEL ：048-648-6010（平日午前9時から午後5時）

＜引受保険会社＞

文書作成部署：医療・福祉開発部 〒160-8338 東京都新宿区西新宿１－２６－１ TEL 03-3349-5070 （SJNK19-02077 2019.05.27）

＜お問い合わせ先・取扱代理店＞

有限会社埼玉メディカル
（担当：古戸・星野・安東）

集団扱自動車保険 見積依頼書

ＦＡＸ ： ０４８－８２３－９２６０

埼玉メディカル代理店（担当：古戸・星野・安東）行 ※現在ご加入の自動車保険証券
（表・裏面）コピーと車検証コピー
を添えてＦＡＸ願います。

お名前

フリガナ
生年
月日

年 月 日

ご連絡先
（携帯電話等） （ ） －

勤務先医療機関名

ご自宅住所

フリガナ

〒 －

年 月 日
ご契約
の等級 等級

事故の
有無
（現在の
ご契約）

無 ・ 有

業務使用 通勤・通学 日常・レジャー

ゴールド ブルー グリーン
次回免許証
更新年月日

年 月 日

～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳 ５０～５９歳 ６０～６９歳 ７０歳以上

１８～２０歳 ２１～２５歳 ２６～３４歳 ３５歳以上

●お客さまの情報

●自動車保険・お車の情報

現在ご契約の満期日
（または車両購入予定日）

免許証の色

お車の使用目的

主に運転される方
の年齢

運転される方で
最も若い方の年齢

★ご契約の内容は、普通保険約款・特約条項によって定まります。
★このちらしは、集団扱契約の概要を説明したものです。詳しい内容につ

きましては、「ご契約のしおり（約款）」「重要事項等説明書」などをご覧く
ださい。なお、ご不明な点につきましては取扱代理店または損保ジャパ
ンまでお問い合せください。

★集団扱契約としてご契約いただけるのは、保険契約者および被保険者
などが損保ジャパンの定める条件を満たす場合のみとなります。詳細に
ついては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

＜個人情報の取扱い＞
有限会社埼玉メディカルは、ご提出いただいた自動車保険証券およびこの集団扱自動車保険見積依頼書に記載いただいた個人情報をもとに、お客さまの
ニーズに合った自動車保険契約プランをご提案させていただきます。なお、適切でわかりやすい資料にてご提案させていただくために、同個人情報を有限会
社埼玉メディカルが損害保険代理店委託契約を締結している損害保険ジャパン株式会社に提供することにご同意のうえ、集団扱自動車保険見積依頼書に
ご記入ください。

〒３３０－００６２
さいたま市浦和区仲町３－５－１
TEL：０４８－８２３－９２３０
FAX：０４８－８２３－９２６０
＜受付時間＞平日：午前９時から午後５時まで



GKクルマの保険 保険料例の試算条件（1年契約の場合） ＜保険料条件＞※保険料は保険料条件によって異なります。
始期日︓2024年1月1日、保険期間︓1年、集団扱１２回払、記名被保険者︓個人＜45才＞、ゴールド免許割引︓適用、日常・レジャー使用、自家用
普通乗用車、初度登録︓平成30年1月、型式別料率クラス︓車両７・対人・自損７・対物７・傷害７、等級︓20等級、事故有係数適用期間︓0年、
35才以上補償、対人賠償保険︓無制限、対物賠償保険︓無制限＜免責金額︓なし＞、対物超過修理費用特約︓あり、人身傷害保険︓5,000万円、入
院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約︓あり、傷害一時金（1万円・10万円）特約︓あり、車両保険︓あり＜一般補償、保険金額︓150万円、
免責金額︓0-10万円＞、車両保険無過失事故特約︓あり、全損時諸費用特約︓あり、ロードサービス費用特約︓あり、被害者救済費用特約︓あり

集団扱は保険料がおトク!

埼玉県医師会会員の皆さまへの4つのメリット埼玉県医師会会員の皆さまへの4つのメリット

埼玉県医師会会員の皆さまへ

埼玉県医師会会員様だけの

集団扱自動車保険
制度のメリット

年間保険料では
2,880円もおトク︕

集団扱 12回払

4,990円
（月払保険料）
年間保険料

59,880円

月々
­240円

便利で
おトク（注）

お問い合わせ
ご相談は

集団扱以外 12回払

5,230円
（月払保険料）
年間保険料
62,760円

ご家族のお車も対象 給与からの引去りで、
お払込みもラクラク︕ 等級の継承が可能

ご本人・配偶者、ご本人・配偶者
の同居の親族、ご本人・配偶者の
別居の扶養親族のうちいずれかの
方が記名被保険者、ご契約のお車
の所有者となる自動車が対象です。

保険料は保険始期月の２か月後か
ら口座引落としなので、現金のご
用意は必要ありません。

一部等級が継承できない共済がございます。
詳しくは取扱代理店または引受保険会社ま
でお問い合わせください。
等級別の割増引率を「無事故」と「事故
有」の2種類に分け、事故のなかった方と
あった方では、同じ等級でも異なる割増引
率が適用されます。

●このチラシは集団扱自動車保険の特徴を説明したものです。詳細は商品パンフレットをご覧ください。

取扱代理店

有限会社埼玉メディカル
担当︓古戸、星野、安東
〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-5-1
TEL:048-823-9230 FAX:048-823-9260

引受保険会社

三井住友海上火災保険株式会社
埼玉支店 埼玉第二支社
〒330-0841 埼玉県さいたま市大宮区東町2-20
TEL:048-644-6102 FAX:048-644-7272

95825-4 2023.10/AYD13/D

メリット1 

メリット2 メリット3 メリット4

（注）集団扱でご契約いただくと、保険料を節約（※）できます。
※集団扱契約の分割保険料は、割増なしで分割払とできますので、集団扱以外のご契約と比べておトクです。また、集団扱一括払の場合、
集団扱以外のご契約の一時払保険料と比べて、保険料が５％おトクです。



切替手続はかんたんです！まずはお見積りを。

この用紙の下欄
『連絡票』に
ご回答ください。

現在ご契約の保険証券（写）と
車検証（写）をＦＡＸまたはメー
ルでご送付ください。

代理店からお見積
りをご案内します。

連絡票

※ご記入いただいた内容をもとに自動車保険のお見積りやその他の商品・サービスのご案内をさせていただきます。
※当社およびＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループのそれぞれの会社は、ご提供いただいた個人情報を、当社およびMS&ADインシュアランス グループの

それぞれの会社の 商品・サービスの提供（自動車保険のお見積りの案内等）のために必要な範囲内で利用させていただきます。当社およびＭＳ＆ＡＤ
インシュアランス グループのそれぞれの 会社の個人情報の取扱い、当社グループ会社の範囲については、当社ホームページ（http://www.ms-ins.com）
をご覧ください。

お見積りまで

11 22

ご契約の場合

有限会社埼玉メディカル（担当：古戸・星野、安東）行

お名前
フリガナ

会員番号

ご連絡先
ご自宅： （ ）
職 場： （ ）

満期日 年 月 日

【FAX：０４８－８２３－９２６０】

33

保険申込書にご署名、記名・押印願います。
お申込み手続き完了！

2か月後から口座振替を開始します。

集団扱にてご契約いただくには、「保険契約者」、「記名被保険者」および「ご契約のお車の所有者」が以下の方であることが条件となります。
【保険契約者】
①一般社団法人埼玉県医師会
②一般社団法人埼玉県医師会の役員・従業員
③一般社団法人埼玉県医師会の構成員（例：会員、組合員等）
④一般社団法人埼玉県医師会の構成員（例：会員、組合員等）の役員・従業員

【記名被保険者およびご契約のお車の所有者】
①保険契約者
②保険契約者の配偶者
③「保険契約者またはその配偶者」の同居のご親族
④「保険契約者またはその配偶者」の別居の扶養親族
⑤保険契約者の役員・従業員
⑥保険契約者の役員・従業員の配偶者
⑦「保険契約者の役員・従業員またはその配偶者」の同居のご親族
⑧「保険契約者の役員・従業員またはその配偶者」の別居の扶養親族

⑨保険契約者の構成員（注）

⑩保険契約者の構成員（注）の配偶者
⑪「保険契約者の構成員（注）またはその配偶者」の同居のご親族
⑫「保険契約者の構成員（注）またはその配偶者」の別居の扶養親族
（注）「構成員」とは集団を構成している一員（会員、組合員等）をいいます
※保険期間の中途で、「保険契約者」、「記名被保険者」および「ご契約のお車の所有者」のいずれかが上記の条件に合致しなくなった場合には、

取扱代理店または当社にご連絡ください。

ご加入者の要件

http://www.ms-ins.com


　 産業医委嘱契約書の確認について

令和6年1月5日～令和6年2月15日　合計4件（新規3件・更新1件）

№ 郡市医師会名 産 業 医 名 病 ・ 医 院 名 契約者（事業場）名・所在地 備　　　　　　考　　

1 14 入間地区 佐藤 秀和 小林病院
入間市宮寺２４６７番地
社会福祉法人 靖和会 入間つつじの園

会員 新規

2 14 入間地区 盛 隆之 小林病院
入間市狭山台4丁目14—1
堀内食品工業株式会社

会員 新規

3 20 秩父郡市 金子 桃刀 金子医院
秩父郡小鹿野町下小鹿野2551番地
社会福祉法人小鹿野福祉会

会員 新規

4 18 狭山市 廣澤 信作 広沢内科ｸﾘﾆｯｸ
東亜ディーケーケー株式会社
狭山テクニカルセンター
狭山市北入曽６１３番地

会員 更新

寺師常任
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小室常任
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小室常任
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